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 国税庁：適格請求書発行事業者の 

 登録申請での注意事項を公表！ 

 

 

 すでに消費税インボイス制度における適格

請求書発行事業者の登録申請が２０２１年   

１０月１日から開始されておりますが、国税庁

は、適格請求書発行事業者の登録申請書の

提出にあたり、記載漏れ、記載誤り、二重送信

が見受けられることから、これらの記載誤り等

がある場合は、審査に通常よりも多くの時間を

要することとなるので、提出前に誤り等がない

か確認のうえ、提出するよう注意を呼びかけて

いる。 

 

 申請書の記載にあたり、注意してほしい事

項として、法人事業者に対しては、【住所又は

居所（法人の場合）本店又は主たる事務所の

所在地】欄へ、登記上の所在地を正しく記載

し、建物名、部屋番号も正確に記載することを

挙げております。 

 【氏名又は名称】欄では、登記上の法人名

の正しい記載や、大文字・小文字、アルファ 

ベット表記・カナ表記も正確に記載することを

求めております。 

 また、同様に【氏名又は名称】欄では、個人

事業者に対し、屋号を公表したい事業者は、

別途「公表申出書」の提出が必要なことや、

「氏名又は名称」欄へ屋号は記載しないことを

求めております。 

 

 氏名は住民票等に記載された漢字（字体）を

正しく記載することや、常用漢字等を使用して

公表するので、申請書に記載された文字と  

公表される文字とが異なる場合があることをそ

れぞれ注意事項として挙げております。 

 

 個人事業者に対しては、【代表者氏名】欄への記載

は、法人事業者のみ必要なので、個人事業者は、記

入しないよう注意を促しております。 

 法人事業者及び個人事業者の共通注意事項として、

【事業者区分】欄において、「課税事業者」/「免税事

業者」のいずれかにチェックが入っているかを確認す

ることや、【次葉】において、「登録要件の確認」欄は

全ての事業者が記載する必要があり、記載漏れがな

いかの確認を求めております。 

 

 また、登録申請手続きはｅ－Ｔａｘで行うことができま

すが、送信にあたり、注意すべき事項として、一度送

信した後、後日同じ内容で再送信するケースが見受

けられることから、「受信通知」を確認して、二重送信

とならないように注意を促しておりますので、該当され

ます方は、あわせてご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船場経済倶楽部 
(NPO 法人 SKC 企業振興連盟協議会) 

 当団体は、異なる業種の経営者が相集い、力を合わせ、自らの研鑚と親睦を通じて、

斬新な経営感覚と新たな販売促進を創造して、メンバー同士でより健全な事業所とその 

事業所のイメージアップを図り、地域社会に貢献できる事業所となることを目的とする。 

活動方針 人の輪・衆智・繁栄 

記事の内容に関するお問い合わせは事務局までご連絡ください。 

ウィークリーはメールでの配信も行っております。お手数ですが、「メール希望」・「配信停止希望」と件名にご入力の上、    

skc-soudan@skc.ne.jp まで空メールをご送信ください。また、FAX ご不要の際は、その旨をお電話にてお申しつけください。                

 


